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※広域都市計画マスタープランについて 

 広域幹線道路の整備進展や生活・経済圏の拡大、自然災害の激甚化・頻発化など、
県を取り巻く状況の変化に対応していくためには、都市計画区域（主に市町村の行政
区域）を超えた広域的な枠組み（圏域）による都市計画を推進していくことが必要と
なっている。 

 そこで総合計画等を踏まえて、県全域を対象に設定した６つの圏域毎に、広域的な
観点から都市づくりの方向性や方針を示すとともに、道路ネットワークや都市機能の
集積を図る拠点等を明らかにした「広域都市計画マスタープラン」を策定する。 
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